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Ⅰ 学長のリーダーシップ強化に伴う監事等による学長の業務執行のチェック機

能の確保について

○国立大学法人法（平成15年法律第112号）

（役員）

第１０条 各国立大学法人に、役員として、その長である学長及び監事二人を

置く。

（役員の職務及び権限）

第１１条 （略）

４ 監事は、国立大学法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文

部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

５ 監事は、いつでも、役員（監事を除く。）及び職員に対して事務及び事業

の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることが

できる。

６ 監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、

認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を

文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければな

らない。

７ 監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人（国

立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるもの

をいう。）に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状

況の調査をすることができる。

８ 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むこ

とができる。

９ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部

科学大臣に意見を提出することができる。

（学長等への報告義務）

第１１条の２ 監事は、役員（監事を除く。）が不正の行為をし、若しくは当

該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に

違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、
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その旨を学長に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

（役員の任命）

第１２条 （略）

９ 監事は、文部科学大臣が任命する。

第１４条 学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当た

っては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者が含まれ

るようにしなければならない。

（役員の任期）

第１５条 （略）

３ 監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する準用通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の

時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

４ 役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最

初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の

規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員

でない者とみなす。

Ⅱ 大学の経営を担う人材（理事等）の計画的な育成確保の在り方について

○国立大学法人法（平成15年法律第112号）

（役員）

第１０条 （略）

２ 各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数以

内の理事を置く。

（役員の職務及び権限）

第１１条

３ 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務



- 3 -

を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはそ

の職務を行う。

第１３条 理事は、前条第七項に規定する者のうちから、学長が任命する。

２ 学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大

臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

第１４条 学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当た

っては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者が含ま

れるようにしなければならない。

（役員の任期）

第１５条 学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考

会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。

２ 理事の任期は、六年を超えない範囲内で、学長が定める。ただし、理事の

任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならな

い。

３ （略）

４ 役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最

初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の

規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員

でない者とみなす。

○学校教育法（昭和22年法律第26号）

第９２条 （略）

３ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。

４ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。


